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１ 開 会 

事務局Ａ 

本日はお忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。定刻となりまし

たので、只今から第１６２回高崎市都市計画審議会を開催させていただきます。 

はじめに、本日の資料の確認をさせていただきます。まず、事前にお配りしてございま

す議事日程、議案書、Ａ３サイズの添付図面、名簿でございます。不足等ございませんで

しょうか。よろしいでしょうか。 

なお、新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、今回も会場の座席をスクール形

式とさせていただいております。ご協力お願いいたします。 

ここで、人事異動に伴いまして２号委員さんの交代がございましたので、お名前を紹介

させていただきます。委員Ａ様です。 

 

委員Ａ（代理） 

 本日は委員Ａが都合により欠席のため、私代理Ａと申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 

事務局Ａ 

よろしくお願いいたします。それでは、本日の審議会に際しましての出席状況でござい

ますが、委員Ｂさん、委員Ｃさん、委員Ｄさんの３名があらかじめ欠席とのご連絡をいた

だいております。また、委員Ｅさん、委員Ｆさん、お二方遅れて出席とのご連絡をいただ

いております。只今ご報告しましたとおり３名の委員さんが欠席、また２名遅れてござい

ますが委員の２分の１以上の出席をいただいておりますので、高崎市都市計画審議会条例

第６条第２項の規定によりまして本審議会は成立しております。また、本審議会は高崎市

都市計画審議会議事運営規則第１２条の規定に基づき公開としております。傍聴希望の受

付をいたしましたが、傍聴者はおりませんでしたのでご報告させていただきます。 

 

２ 会長あいさつ 

事務局Ａ 

続きまして、会長にご挨拶をお願い申し上げます。 

 

会長 

 本日は風の強い中お集まりいただきましてありがとうございます。本年最初の審議会と

いうことで、本日は下水の話が中心ということになってきます。当然下水ですから非常に

重要なインフラかなと思いますので、慎重審議の方よろしくお願いいたします。 

 

事務局Ａ 

ありがとうございました。 
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３ 議 事 

事務局Ａ 

それでは、只今より議事に入りますが、以降の進行につきましては、高崎市都市計画審

議会議事運営規則第６条第１項の規定によりまして、会長にお願いいたします。 

 

第１ 会議録署名人の指名 

会長 

これより議事に入ります。恒例によりまして会議録署名人の指名を行います。 

これについては、高崎市都市計画審議会議事運営規則第１３条第２項の規定により、委

員Ｇさんと委員Ｈさんを指名いたします。よろしくお願いします。 

 

第２ 議 案 

会長 

議事の第２に入ります。議案第４３５号 箕郷都市計画下水道高崎公共下水道の変更（排

水区域）および榛名都市計画下水道高崎公共下水道の変更（排水区域）、これについては関

連ということなので一括として上程いたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局Ｂ 

 事務局Ｂでございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、議案第４３５号 箕郷都市計画下水道高崎公共下水道、議案第４３６号 榛名

都市計画下水道高崎公共下水道の変更について、説明させていただきます。お手元の資料

は議案書１ページから６ページ、添付図面は図－１から５ページとなります。 

 なお、本案は市が定める都市計画でございまして、本審議会にお諮りさせていただくも

のでございます。 

下水道は、都市計画法第１１条により道路などと同様に都市施設として定められており、

また、同法第１３条第１項第１１号では市街化区域及び区域区分が定められていない都市

計画区域、いわゆる非線引きの都市計画区域については、少なくとも、道路、公園、下水

道を定めるものとされています。箕郷都市計画区域、榛名都市計画区域はどちらも非線引

きの都市計画区域ですので、今回は都市計画法第１３条第 1 項第１１号により下水道の排

水区域を定めるものでございます。 

最初に、議案第４３５号箕郷都市計画下水道高崎公共下水道の排水区域の変更について

ご説明させていただきます。箕郷都市計画下水道は、昭和６２年度より下水道整備事業を

開始し、現在も鋭意、下水道整備を進めているところでございます。現在、既決定の排水

区域に対する整備が進み、更なる生活環境の改善を行うため排水区域の拡大が必要となり

ましたので、今回区域の見直しを行うものでございます。 

続きまして、排水区域の変更の詳細についてご説明いたします。お手元の資料では添付
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図面の図－１でございます。また、議案書３ページの新旧対照表をご覧ください。スクリ

ーンは排水区域の図面でございまして、黒のハッチングで囲まれた区域が現在の都市計画

決定の区域でございます。今回、追加する区域を赤のハッチングで囲んでおります。上か

ら箕郷中学の少し北、生原の総合運動公園の少し北、下芝で榛名白川と長野新幹線の交差

部の少し南の場所になります。既決定区域と接していて拡大する区域は下水道整備が完了

した区域に隣接していて、既排水区域と一体で計画に位置付けた方が効率的なことから、

下水道整備を推進するため排水区域を拡大するものでございます。この結果、現在約３４

６ｈａが都市計画決定されておりますが、約２ｈａを追加いたしますので変更後の面積は

約３４８ｈａとなります。 

続きまして、議案第４３６号榛名都市計画下水道高崎公共下水道の排水区域の変更につ

いて説明させていただきます。榛名都市計画下水道は、昭和６３年度より下水道整備事業

を開始し、現在も鋭意、下水道整備を進めているところでございます。変更の理由は、箕

郷区域と同様に現在の排水区域の整備が進み、住宅等も増えたため区域の拡大が必要とな

ったというものでございます。 

続きまして、排水区域の変更の詳細についてご説明いたします。お手元の資料では添付

図面の図－４でございます。また、議案書６ページの新旧対照表をご覧ください。スクリ

ーンは排水区域の図面でございまして、黒のハッチングで囲んだ区域が現在の都市計画決

定区域でございます。こちらも追加する区域を赤のハッチングで囲んでおります。榛名中

学の少し南の場所になります。既決定区域と隣接していて既排水区域と一体で計画に位置

付けた方が効率的なことから、下水道整備を推進するため排水区域を拡大するものでござ

います。これにより、本地区の排水区域は約３８８ｈａが都市計画決定されておりますが、

約１ｈａを追加いたしますので変更後の面積は約３８９ｈａとなります。 

最後に、本案に係る都市計画手続きについてご説明を申し上げます。都市計画法第１６

条に基づく住民意見反映措置につきましては、令和４年１１月２５日に説明会を開催し、

原案を１１月２８日から１２月１２日までの期間、閲覧及び公述人の受け付けをしました

が、閲覧者０名、公述の申し出はありませんでしたので１２月１６日に予定していました

公聴会は中止としました。次に、令和５年１月４日から１月１８日までの間、都市計画法

第１７条に基づく縦覧に供しましたが、縦覧者はなく意見書の提出もありませんでした。

以上がこれまでの都市計画手続きの経過でございます。 

 なお、今後の予定でございますが、本日付議させていただいた内容についてご答申をい

ただけましたら、群馬県と協議の後、速やかに決定告示を行いたいと考えております。以

上議案第４３５号、４３６号につきましての説明とさせていただきます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

会長 

ありがとうございました。それでは本案に係るご意見ご質問等ございますでしょうか。 

 事前に私も説明を受けておりますが、結局下水道の支管というんでしょうか、枝の方を
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広げていくということなんですが、そのためには排水区域というものを決めなければいけ

ない。これはつまり下水道を延長してくために、このような区域を延長していくんだとい

うことですね。下水道はおそらく１００％に限りなく近づけていくということなんでしょ

うけども、公衆衛生上のためにこういったものをまず広げていくということです。 

 特にそのデメリットといえば、下水道を使うということになれば負担金を払うというこ

とですけども、それは利用者負担の話ですので検討するようなものでもないと。このよう

なことかなと思います。 

 そのほか質問、ご意見ございますか。 

 無いようですのでお諮りしたいと思います。議案第４３５号および第４３６号につきま

しては、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

＜異議なしの声＞ 

異議なしと認めますので、両議案は原案のとおりといたします。 

 

以上で本日予定しておりました案件の審議はすべて終了いたしました。傍聴・報道の方

おりませんので、このまま「その他」にいきたいと思います。それでは事務局の方から報

告をお願いいたします。 

 

４ その他 

事務局Ｂ 

 事務局の方からは特にその他はございません。 

   

５ 閉会 

会長 

では特にないということであれば、以上をもちまして、第１６２回高崎市都市計画審議

会を閉会いたします。本日はお忙しい中、長時間にわたりありがとうございました。 

 

 

 

 


